
  【 160267 】 

 

松阪市農業委員会公用車購入 別紙仕様書 

 

 

松阪市が購入する公用車について、必要な事項を次のように定める。なお、当該車両の所有者・

使用者は松阪市とする。 

 

 

1. 台数   1台（新車） 

 

2. 規格、性能及び主な仕様 

    ① 種別      ステーションワゴン 

    ② 総排気量    2,356ｃｃ以上（2,400ｃｃを想定） 

    ③ 使用燃料    ガソリン車 

    ④ 駆動方式    4輪駆動 

    ⑤ 変速機形式   オートマチック 

    ⑥ 乗車定員    ８人 

    ⑦ 室内寸法    長さ 2,900ｍｍ以上 幅 1,550ｍｍ以上 高さ 1,330ｍｍ以下 

    ⑧ 車体色     シルバー色系 

    ⑨ ドア枚数    ５枚 

⑩ その他          最新型、新車とする。車種については環境物品等の調達の推進に関

する基本方針（平成 28年 2月閣議決定）、もしくは（旧）環境物品

等の調達に関する基本方針（平成 23年 2月閣議決定）の特定調達物

品目に掲げる「自動車」に該当していること。 

         【別紙：環境物品】を参照 

 

3. 一般装備 

    ① 純正エアコン 

    ② パワーステアリング 

    ③ パワーウインドウ 

    ④ 集中ドアロック 

    ⑤ ＡＢＳ 

    ⑥ 横滑り防止装置 

    ⑦ 自動ブレーキ装置 

    ⑧ 車線維持支援逸脱防止装置 

    ⑨ 運転席・助手席エアバック 

    ⑩ 時計 

    ⑪ リア両側パワースライドドア（イージークローザー、挟み込み防止機能付） 

    ⑫ スマートエントリー・スタートシステム（スマートキーを携帯していれば、シリンダ 

ーにキーを挿入せずに、エンジンの始動及びドアの開閉ができるもの） 
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    ⑬ 盗難防止イモビライザーシステム（国土交通省認可品）  

    ⑭ リヤアンダーミラー、もしくは、機能的にそれに替わるもの 

      (車両後方直近にある障害物等が視認できること。または、ギアがリバース状態でモニ

ター等で確認できること) 

    ⑮ スペアタイヤ(応急用)  １本 もしくは、応急タイヤパンク修理キット 

    ⑯ ドライブレコーダー 

     

    ※メーカー標準装備(上記装備を備えた)以上とする。 

 

4.付属品 

    ① サイドバイザー（運転席・助手席・後部席） 

    ② フロアマット（全座席分） 

    ③ 標準工具類 

     上記装備以上 

 

5.その他 

    ・平成 29年 1月 12日までに納車を行うこと。登録後、すみやかに納車すること。 

納車時は、ガソリンを満タンとすること。市指示場所(松阪市役所公用車置場)で農業委 

員会の検収を受けること。 

    ・現行使用している公用車の下取りを入札価格へ含むものとする。 

     (形式、走行距離などは別紙１を参照) 

既存の車両の引取処分及び廃車手続きを行い、抹消登録証明書(名義変更の場合は、そ

れを証明する書類)を市に提出すること。また、既存車両の引渡しは、車検有効満了日

までに行う。これに対する一切の費用は、受注者の負担とする。 

なお、エアコンの処分については、第２種特定製品引取業者において処分すること。 

※下取車の車検証については、契約監理課閲覧場所にて確認すること。 

 ・本仕様書に記載されていない事項で、機能上当然必要なものは装備することとし、疑

義、不明が生じた場合は、市の指示に従うこと。 

    ・道路運送車両法等、関係法令に違反しないこと。 

 

 

 

6.連絡先 松阪市農業委員会 農政係 担当： 堀 川   ℡ 0598-53-4136   
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別紙１ 
 
 

下取車（農業委員会使用中の公用車）資料 
 
 
・登録番号       三重 ３３ ゆ ９３１０ 
 
・自動車の種別     普通 
 
・年 式        平成８年 
 
・車 名        トヨタ 
 
・型 式        Ｅ－ＲＺＨ１０１Ｇ 
 
・原動機の型式     ２ＲＺ 
 
・車体番号       ＲＺＨ１０１－００２４０８５ 
 
・用 途        乗用 
 
・車体の形状      ステーションワゴン 
 
・変速機形式      オートマチック 
 
・色          ライトグリーンメタリック 
 
・使用燃料       ガソリン 
 
・走行距離       １３３,６８４㎞（平成２８年９月２８日現在） 
 
・車検有効年数     平成２９年５月２８日   
 
・特記事項 
 

1 引取処分及び廃車手続きを行い、抹消登録証明書（名義変更する場合はそれを証明す
る書類）を市に提出すること。  

 
2 車両の引渡しは、納車日以降に行う。これに対する一切の費用は、受注者の負担とす

る。 
 

3  エアコンの処分については、第２種特定製品引取業者において処分すること 
 

4 「松阪市」等 現使用者の表示文字、ステッカー類は消すこと。 
 
 

 
 
 
 
 


